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代理受領制度の手続き  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補助金交付申請書及び 
補助申請必要書類 
※代理受領に係る委任状を添付してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 

提出 
 

完了実績報告書及び補助報告必要書類 
（領収書については申請額から補助金額を控除したもの） 

 
 
                                         補助額の確定通知書 

 

 
 
 
 
 
【注意事項】 
・代理受領制度の利用については、各補助事業の申請者及び請負者(施工業者)間で十分協議してください。 
・制度を利用される場合は、原則、各補助事業の交付申請書とあわせて代理受領に係る委任状を提供してください。 
 工事中又は工事完成後に制度の利用を決定した場合は、完了実績報告書を提出する前に、代理受領に係る委任状を 
 提出してください。 
・工事完成後、速やかに完了実績報告書を提出してください。完了実績報告書の提出が遅れる場合は、請負者(施工業

者)への補助金の支払いも遅れますので、ご注意ください。 
・補助金の支払いは、市への請求後、2 から 3 週間後となります。

請負者 
（施工業者）

水戸市 
（建築指導課）

申請者 
（住宅所有者）

見積依頼 見積提出

代理受領制度の利用について協議

補助交付決定通知

補助金交付申請 受理・審査

提出

受領・工事着工

※工事内容や工事費等に変更が生じる場合
は、変更交付申請書を提出してください。

工事完成

完了実績報告 

受領

補助金請求

受理・審査

補助額の確定通知

受理・審査

補助金支払い補助金受領

提出


